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訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

重要事項説明書 

＜令和５年４月１日現在＞ 

 

  あなた（利用者）に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者があなたに説明すべき重

要事項は、次のとおりです。 

 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人 岐阜市社会福祉協議会 

主たる事務所の所在地 
〒500-8309 岐阜県岐阜市都通２丁目２番地 

      岐阜市民福祉活動センター内 

電 話 番 号 ０５８－２５５－５５１１ 

代表者（職名・氏名） 
会 長  神 田 定 夫 

 

設 立 年 月 日 昭和３３年１月（昭和４２年３月法人化） 

 

２．ご利用事業所の概要 

ご利用事業所の名称 社会福祉法人 岐阜市社会福祉協議会訪問入浴サービス 

サ ー ビ ス の 種 類 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

事 業 所 の 所 在 地 〒500-8887 岐阜県岐阜市西野町六丁目北町9番地2 

電 話 番 号 ０５８－２１５－１９０５ 

指定年月日・事業所番号 平成１２年４月１日指定 ２１７０１０１６３４ 

管 理 者 の 氏 名  熊田 薫 

通常の事業の実施地域 
岐阜市内全域、岐南町、北方町、瑞穂市、笠松町 

本巣市（一部）、羽島市（一部） 

 

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 
要介護又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な訪問入浴介護、介護

予防訪問入浴介護を提供することを目的とします。 

運営の方針 

① 利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ可能な限り自立 

した日常生活を営むことができるよう、専用車両を用いて居宅における入

浴の援助を行います。 

② 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービス 

提供に努めます。 

③ 関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り総合的な 

サービスの提供に努めます。 

 

 

 



2 

４．提供するサービスの内容 

訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護は、従業者が利用者のお宅を訪問し、専用車両を用い

て、居宅における入浴の援助を行うサービスです。 

 

５．営業日時 

営 業 日 月曜日～土曜日 

受付時間 月～金  午前８時４５分～午後５時３０分 

サービス提供時間帯  月～土  午前７時００分～午後７時００分 

 

６．事業所の職員体制 

 当事業所では、あなたへ対してのサービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置

しています。 

従業者の職種 勤務の形態・人数 

管 理 者 常勤 １名（兼務） 

従 業 者 １２名（看護職員５名、介護職員７名） 

 

７．利用料金 

 あなたがサービスを利用した場合の利用料金は以下のとおりであり、原則として負担割合証

に応じた額です。ただし、区分支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額

をご負担いただきます。 

 

（１）サービス利用料金 

加算（初回加算を除く）を含む、訪問 1 回あたりの利用料金、利用者負担額は以下の通

りです。 

サービス内容 

（基本単位数） 
利用料金 

利用者負担額 

１割 ２割 ３割 

訪問入浴介護 

（１，２６０単位） 
１３，９５２円 １，３９６円 ２，７９１円 ４，１８６円 

    〃  清拭 

（１，１３４単位） 
１２，５７６円 １，２５８円 ２，５１６円 ３，７７３円 

介護予防訪問入浴介護 

（８５２単位） 
９，４８２円 ９４９円 １，８９７円 ２，８４５円 

    〃  清拭 

（７６７単位） 
８，５５４円 ８５６円 １，７１１円 ２，５６７円 

（注 1） 当事業所は介護保険の定める地域区分「６級地」に該当するため、利用料総額

は利用単位数に１０.４２を乗じた金額になります。 

（注２）上記の基本単位数・利用料は、厚生労働大臣が告示で定めるものであり、これが

改定された場合は、これら基本単位数・利用料も自動的に改定されます。なお、その場合

は、事前に新しい基本単位数・利用料を書面でお知らせします。 
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【加算】 

加算の種類 加算の要件 加算単位数・加算率 

初回加算 新規の利用者へサービス提供した場合 
200 単位 

（初回利用月に１回） 

サービス提供体制 

強化加算(Ⅲ)※ 

介護職員の総数のうち勤続年数7年以

上の者の占める割合が30％以上である

こと 

12 単位 

（訪問１回につき） 

介護職員処遇改善 

加算Ⅱ ※ 
当該加算の算定要件を満たす場合 

1月の利用単位数（基本単位数＋ｻ

ｰﾋﾞｽ提供体制強化加算）の4.2％ 

介護職員等     

ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等加算 ※ 
当該加算の算定要件を満たす場合 

1月の利用単位数（基本単位数＋ｻ

ｰﾋﾞｽ提供体制強化加算）の1.1％ 

（注）※印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

 

（２）キャンセル料 

利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料

をいただきます。ただし、あなたの体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合

は、キャンセル料は不要とします。 

キャンセルの時期 キャンセル料 

利用予定日の前日までに 

申し出がなかった場合 

当日の利用者負担相当額 

（負担割合に関わらずサービス実施予定単位数に１円

を乗じた額） 

 
（３）利用の変更・追加 

  サービス利用当日に、利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができな

い場合には、サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は変更したサービスの内

容に応じたサービス利用料金を請求します。 

 

（４）支払い方法 

  利用料金額は、１ヶ月ごとにまとめて請求しますので、翌月２３日までに原則として金

融機関口座からの自動引き落としでお支払いください。 

 

８．サービスの利用にあたっての留意事項 

（１）サービス提供を行う従業者 

従業者がローテーションにより交替してサービスを提供します。 

（２）サービス実施時の留意事項 

   ①定められた業務以外の禁止 

    利用者は定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。 

   ②サービスの実施に関する指示・命令 

     サービスの実施に関する指示・命令は全て事業所が行います。ただし、事業者はサー

ビスの実施にあたって、利用者の事情・意向等に十分配慮するものとします。 

   ③備品等の使用 

     サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させて

いただきます。 
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（３）サービス内容の変更・追加 

    サービス利用の変更・追加の申し出に対して、従業者の稼動状況により、利用者の希

望する期間にサービスが提供できない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議

します。 

（４）従業者の禁止行為 

    従業者は、サービスの提供にあたり、次に該当する行為は行いません。 

①医療行為 

②利用者もしくはその家族等からの金銭又は物品の授受 

③金銭の貸借、管理 

④飲酒、喫煙 

⑤利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

⑥その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

（５）虐待防止に関して 

利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じ

ます。 

①虐待防止に関する責任者を選定及び設置（管理者） 

②成年後見制度の利用支援  

③苦情解決体制の整備 

④虐待の防止のための定期的な研修の実施 

⑤サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現

に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速や

かに、これを市町村に通報します。 

（６）サービス利用にあたっての禁止事項(利用者・従業者) 

①暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為 

②パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為 

③サービス利用中の写真や動画撮影、録音等を無断でＳＮＳ等に掲載すること 

 

９．事故発生時の対応 

 サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに事務局において対応するとともに、

居宅介護支援事業所及び保険者に報告することとします。 

 利用者の病状急変等の緊急時には速やかに救急車の要請、主治医への連絡等の措置を講じ

るとともに、管理者へ連絡をいたします。 

 

１０．災害時等によるサービスの変更・中止について 

  天候不順（降雪・台風等）または災害、感染症等によりサービスの実施、継続が困難な

場合は訪問を中止、または変更させていただくことがあります。 

 その場合は、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう関係

機関とも連携を図るなどの措置を講じます。 
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１１．個人情報の取扱いについて 

  利用者及び家族の情報については次の記載するところにより必要最低限の範囲内で使用

することとし、同意を得ない限り用いません。 

 （１）使用目的 

     事業者が介護保険法に関する法令に従い、居宅サービス計画に基づき指定居宅サ

ービス等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要な場合に

使用します。 

 （２）使用にあたっての条件 

    ①個人情報の提供は（１）に記載する目的の範囲内で最小限にとどめ、情報提供の 

際には関係者以外に漏れることのないよう細心の注意を払うこととします。 

    ②事業者は個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておきます。 

 （３）個人情報の内容（例示） 

    ①氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況等、事業者がサービス等を行うために最 

小限必要な利用者や家族個人に関する情報 

    ②その他の情報 

 （４）使用する期間 

     契約締結日から契約終了日までとします。 

 

１２．苦情相談窓口 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の専用窓口でお受けします。 

事業所相談窓口 
０１２０－２９４－７８６（フリーダイヤル）  

     ０５８－２１５－１９０５ 

受 付 時 間 月～金曜日 午前8時45分～午後5時30分 

 

（２）サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 

 

 

岐阜市役所 介護保険課 

受付時間 月～金曜日 

午前8時45分～午後5時30分 

(土日祝日、12/29～1/3を除く） 

ＴＥＬ ０５８－２６５－４１４１ 

    （岐阜市役所代表） 

ＦＡＸ ０５８－２６７－６０１５ 

岐阜県国民健康保険団体連合会 

介護・障害課 苦情相談係 

受付時間 月～金曜日 

午前9時00分～午後5時00分 

(土日祝日、12/29～1/3を除く） 

ＴＥＬ ０５８－２７５－９８２６ 

ＦＡＸ ０５８－２７５－７６３５ 

岐阜県運営適正化委員会 

（岐阜県社会福祉協議会内） 

受付時間 月～金曜日 

午前9時00分～午後5時00分 

(土日祝日、12/29～1/3を除く） 

 

ＴＥＬ ０５８－２７８－５１３６ 

ＦＡＸ ０５８－２７８－５１３７ 

第三者委員 

長屋 克仁（岐阜市民生委員・児童委員） 

白木 美悠紀（岐阜市赤十字奉仕団） 
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令和    年     月     日 

 

事業者は、利用者へのサービス提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いま 

した。 

 

事 業 者  社会福祉法人 岐阜市社会福祉協議会 

説 明 者  職名          氏名               

 

 

私は、サービスの提供開始に際し、事業者より上記の重要事項について説明を受け、確認、

同意しました。 

 

 

          利 用 者  住 所                    

氏 名                       

 

代理人及び家族代表者 

住 所                     

氏 名                     

                   （利用者との続柄）        

   

    

※ この重要事項説明書は、「岐阜市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例（平成２４年岐阜市条例第７３号）」第６０条（第１０条準用）及び「岐阜市指

定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年岐阜市条例第７８

号）」第５２条の２の規定に基づき、利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成し

たものです。 

  


